
政
令
第

号

港
湾
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
五
条
の
七
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
同
法
附
則
第
三
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
五
中
「
附
則
第
五
項
」
を
「
附
則
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
特
定
港
湾
管
理
者
」
を
「
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
中

「
特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
」
を
「
埠
頭
群
」
に
、
「
特
定
港
湾
管
理
者
」
を
「
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾

ふ

ふ

管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
条
」
の
下
に
「
（
第
八
号
、
第
九
号
イ
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
特
定
港
湾

管
理
者
」
を
「
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
」
に
改
め
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
の
下
に
「
（
第
六
条
第



十
三
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
認
定
運
営
者
」
を
「
港
湾
運
営
会
社
」
に
、
「
第
五
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
五
条
第

一
項
第
四
号
中
「
な
ら
ず
、
同
条
第
十
号
の
指
示
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
」
と
、
同
項
第
五
号
」
に
、
「
第
八
号
、
第
九
号
」
を
「
第
九
号
ロ
及
び

ハ
」
に
、
「
及
び
第
十
二
号
」
を
「
並
び
に
第
十
二
号
」
に
、
「
特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
」
を
「
埠
頭
群
」
に
、
「
同
条
第

十
号
中
「
第
二
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」
を
「
同
条
第
十
三
号
中
「
貸
付
け
を
受
け
る
者

」
と
あ
る
の
は
「
貸
付
け
を
受
け
る
港
湾
運
営
会
社
」
と
、
「
港
湾
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
戦
略
港
湾
若
し
く
は
国
際

拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
港
湾
管
理
者
」
を
「
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港

湾
管
理
者
」
に
、
「
認
定
運
営
者
」
を
「
港
湾
運
営
会
社
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
附
則
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
附
則
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
」
を
「
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第

六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
項
中
「
附
則
第
二
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
中
「
附
則
第
二
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。



附
則
第
十
項
中
「
附
則
第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
附
則
第
二
十
七
項
」
を
「
附
則

第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
附
則
第
七
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、
附
則
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

（
特
定
の
国
際
拠
点
港
湾
）

法
附
則
第
三
十
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
際
拠
点
港
湾
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

11
都

道

府

県

愛

知

名
古
屋

三

重

四
日
市

別
表
第
四
中
「
第
一
条
の
六
」
を
「
第
一
条
の
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い

て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日
）
か
ら
施



行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
令
第
九
条

及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
内
閣
府
に
お
い
て
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
事
務
を
行
う
事
業
等
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

内
閣
府
に
お
い
て
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
事
務
を
行
う
事
業
等
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
八

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
五
号
ハ
中
「
特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
」
を
「
埠
頭
群
」
に
改
め
る
。

ふ

ふ

（
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
二
項
中
「
附
則
第
二
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。



理

由

港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
港
湾
運
営
会

社
に
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
を
貸
し
付
け
る
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理

ふ

者
に
対
す
る
国
の
貸
付
金
の
金
額
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


